
加賀市公立保育園再編基本計画の
計画見直しについて

資料３

1



加賀市公立保育園再編基本計画の概要

【計画策定の趣旨】

社会環境の変化とニーズの多様化

急激な少子化に加え、保護者の保育ニーズの多様化

公立保育園の小規模化

園児の約３分の２が民間園へ入園しており、相対的に公
立園の少人数化が進行

集団保育の実施困難

少人数化により、子どもの社会性を育むために必要な「一
定の集団規模」の維持が難しくなっている

【策定】

平成２８年３月

【計画期間】

平成２８年度から
平成３６年度（令和６年度）

⇒「子どもたちの健やかな育ち」
のための環境を整備することを目的として策定
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加賀市公立保育園再編基本計画の概要

（１）公立保育園の１クラスあたりの標準規模20人程度を目指す。

（２）再編は、児童数30人未満の小規模園を優先して行うことと
し、最長で３年間を目途に統合する。

（３）児童数30人以上、80人未満の標準未満園は、暫定的に継続
することとし、児童数の推移を見ながら再編時期の検討を行う。

（４）法人立保育園が乳児保育や特別保育を担ってきた歴史的背景
や法人立保育園のキャパシティ、地域の児童数推計等を踏ま
え、民間活力を効果的に活用しながら、法人立保育園・公立
保育園の協働のもと、再編を実施する。

（５）再編は中学校区を基本とするが、再編後の公立保育園は地域の
子育て支援の拠点施設と位置づける。

【実施方針】

子どもの「社会性の育ち」を担保する
集団保育の観点から、適正規模による
保育運営を目指す。

【休園基準】 ・新年度の入園申込終了時点において、2年連続で20人未満の入園
児童数となる場合で、かつ、年度途中の入園児童数を見込んでも20
人以上の確保が困難な場合は、休園のための協議を行う。

・新年度の入園申込終了時点で、入園見込み児童数が10人未満とな
る場合は、休園する。
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加賀市公立保育園再編基本計画の概要

【再編の標準的な手順及び
具体的なスケジュール】
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計画の経緯とこれまでの取り組み

【計画の主な経緯】

平成２８年３月
「加賀市公立保育園再編基本計画の策定」

平成３０年４月
三谷保育園 休園（休園基準）

平成３１年４月
三木保育園 休園（休園基準）

令和２年４月
山代保育園 休園（休園基準）

令和３年４月
金明・湖北・潮津保育園を統合し
スワトン保育園を新設（拠点施設設置）

令和６年
計画の延長・内容の修正を公表

【合意形成に向けた取り組み】

休園（三谷・三木・山代）

・対象地域の区長会へ説明
・保護者説明会の実施
・「社会福祉審議会こども分科会」への報告
・転園先（公立）との交流保育
・転園先への送迎の補償

統合（金明・湖北・潮津）

・対象地域への説明
・保護者説明会
・「健康福祉審議会こども分科会」への報告
・統合３園での交流会
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計画の一部修正内容（令和6年12月修正）

計画期間
平成２８年度から平成３６年度（令和６年度）

公立保育園運営の休園基準
・新年度の入園申込終了時点において、2年連続で20人未満の入園児童数となる場合で、かつ、年
度途中の入園児童数を見込んでも20人以上の確保が困難な場合は、休園のための協議を行う。
・新年度の入園申込終了時点で、入園見込み児童数が10人未満となる場合は、休園する。

新型コロナウイルス感染症や能登半島地震の影響により、子どもたちの身体的・精神的負
担が大きい状況にあり、保育環境の変化が子どもたちに与える影響を最小限に抑えるため
には、引き続き十分な配慮が必要である。
このため、本来は令和6年度をもって終了する予定であった「計画期間」及び「公立保育
園運営の休園基準」について、計画の継続を行うとともに、必要な一部修正を加えた内容
を公表した。

計画期間
今後の出生数・入園児童数及び園舎の老朽化の状況等を見極めながら、計画期間を２年間程度延長し、子どもの
心身の成長において最大限の配慮ができる柔軟な対応とする。（令和８年度末）
本期間中においても、保護者やまちづくり関係団体等との意見を聴取し本計画の見直しを行う。

公立保育園運営の休園基準
10人未満の場合は休園するという休園基準による、画一的な対応はとらない。
保護者等の意見を踏まえ、対応する。

修 正
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再編計画（H28～R6）における成果

□ 保育の質の向上と社会性の保障

□ 財政・運営の効率化

□ 広域連携による「中学校区」の壁を越えた交流

□ 跡地活用による地域の課題解決への試み

□ 地域文化の広域での継承

再編基本計画における一連の取り組みは、地域全体で子どもたちを支える基盤を整え、未来を担う

子どもたちが健やかに育ち続けられる環境づくりにおいて効果を発揮している。

公立保育園17園体制から、拠点化を含めた12園体制への最適化

・ 管理経費の削減及び人員配置の効率化

・ 保護者の就労先による園の選定や生活圏域の広がりも意識した交流

・ 質の高い保育を等しく提供できる体制と友達とのかかわりでの学びを保障

・ 跡地を駐車場や放課後児童クラブ等として活用し住民ニーズに合致した機能転換

・ 各地区の祭りや伝統芸能等の地域特有の文化をより広い範囲の次世代へ継承
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現在の就学前児童の現状
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０歳から５歳の就学前児童数は、令和２年の２,３６１人から１割以上減少し、
令和６年４月現在で２,０３１人となっている。特に０歳から１歳については同
期間で２割以上の大幅な減少を記録している。

就学前児童数の推移数
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出生数は、増減を繰り返しながら減少し、令和６年で 259 人となっている。

出生数の推移
(各年1月～12月）
『加賀市統計書』より
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人 口 推 計

加賀市こども計画で定めるサービスの対象となる、０歳から17歳までのこどもの人口を平成31年から令和６年の４月１
日の住民基本台帳の人口を基にコーホート変化率法により推計。

令和７年度から令和１１年度にかけての０歳から５歳の就学前児童数は、
令和７年度の１,９２５人から、令和１１年度には１,６７４人へと毎年減少
する見込みである。
また、令和6年の出生数２５９人という状況から、急速に自然動態は減少が進

んでいる。
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中学校区別 就学前児童数推移

全ての地区で令和3年度から令和7年度にかけて児童数が減少し、令和12年度

にはさらに大幅な減少が見込まれている。
山中校区と錦城校区で大幅な児童数の減少が加速する中、公立・法人立を合わせ
た定員充足率の減少が課題となっている。 12
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現在直面している主な課題

【継続的な少子化と就学前児童数の減少】

将来的な保育サービスの需要の縮小が推測される。現在の0歳児・1歳児の数が極めて少ないことから、

今後も児童数の減少が続くことが見込まれる。

需要の減少に伴い、定員の充足率が低下しており、地域ごとの適正な配置を実態に即して見直す必要がある。

【少子化による集団の固定化・過少規模化】

少子化の進展により、一部の園ではクラス人数が極端に少なくなり、子ども同士の多様な関わりや刺激が

生まれにくい状況になっている。社会性や切磋琢磨す機会が限定され「主体的な学び」を促す環境づくりに限

界が生じている。

【市全体での保育資源の過剰供給】

多くの地区で定員に大きな余裕があり、市全体で保育資源の余剰が発生している。

□保護者の意向、地区の意向違
うため、休園・統合による地域
のメリットをかけるといい
広域での理解や、学びのため、
休園してきてよかったなど、意
見などデータ集めが必要

□１０年間のプロセス
□現状報告、こどもの推移、定
員、実態、現状をいれて、含め
ての課題
□要検討！運営費の高騰はいれ
るか？
令和８年度第１回でもいいか
□主な課題については、
市長答弁を参考にする
１２月議会抜粋
・地域ごとの人口動態分析
・将来的な保育ニーズの正確な
予測
・地域全体での適正配置
・保育質の低下させない
・建物老朽化
・土砂災害警戒区域
・保育士の確保
・法人立との役割分担
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実施方針（改定内容）
現 行 改定方針 改定理由

（１） 公立保育園の１クラスあたりの標準規模20人程度を目指
す

再考

・保育の質の向上と子どもたち一人ひとりに寄り添っ
たきめ細かな支援を目指すため
・保護者ニーズの多様化への対応のため
・従来の「1クラス20人程度」という一律の基準を見
直し、今後は質の高い保育を提供できる配置が必要
ではないか。

（２） 再編は、児童数30人未満の小規模園を優先して行うこと
とし、最長で３年間を目途に統合する。 再考

4園以外は児童数が30人未満であること、急激な少
子化のため3年間の目途を待たず、対応が必要では
ないか。

（３） 児童数30人以上、80人未満の標準未満園は、暫定的に
継続することとし、児童数の推移を見ながら再編時期の検
討を行う。

継続又は
再考

（1）を踏まえ、100人を超えている定員の園におい
ては、現行の方針でいくのか、その他の方針が新たに
必要ではないか。

（４） 法人立保育園が乳児保育や特別保育を担ってきた歴史的
背景や法人立保育園のキャパシティ、地域の児童数推計等
を踏まえ、民間活力を効果的に活用しながら、法人立保育
園・公立保育園の協働のもと、再編を実施する。

継続 ー

（５） 再編は中学校区を基本とするが、再編後の公立保育園は
地域の子育て支援の拠点施設と位置づける。

再考

・これまでの中学校区を基本とした設定から、生活圏
域や保護者のニーズ等踏まえた設定が必要ではない
か。
・既存の地域資源の状況と公共施設マネジメントの視
点も踏まえた跡地のあり方の検討が必要ではないか。

（６）

新規

【施設の老朽化及び頻発化する自然災害への対応】

施設の老朽化に伴う維持コストの増大と安全性低下、
および近年の災害の激甚化・頻発化に対応が必要で
はないか。

（７）

新規

【保育士の確保と定着（人材確保）】
質の高い保育士を安定的に確保し、子どもたちに継
続的で手厚い支援が必要ではないか。 16



計画見直し今後のスケジュール（案）
日 程 内 容

令和８年 ２月18日 令和７年度 第３回こども分科会（計画のプロセス、現状及び課題、見直しスケジュール）

令和８年 3月 令和7年度 第2回健康福祉審議会

令和８年 ５月 令和８年度 第１回こども分科会 （基礎データ、課題確認、保育の視点、アンケート、国の動向）

令和８年 ７月 令和８年度 第２回こども分科会（素案）

令和８年 ８月 令和８年度 第３回こども分科会（最終案）

令和８年 ９月 「加賀市公立保育園再編基本計画」答申

令和８年 ９月～ パブリックコメントの募集

令和８年 ９月 計画の公表

令和８年１０月 令和９年度 入園申込

【合意形成と市民意見の反映プロセスの予定】
市民意見の収集

保護者の意見収集

庁内・専門的調整

・タウンミーティング（子育て支援施策）
・ワークショップ（地区向けに開催）

・在園児保護者を対象としたアンケート実施
・保護者によるワークショップ開催

・公共施設マネジメント特別委員会との調整（他施設との整合性を確認）
・こども分科会での最終的な意見集約 17


